
1819 令和５年１０月号令和５年１０月号

議 会 活 動 議 会 活 動

少子高齢化に向けた拡充事業が重要総務文教常任委員会所管事務調査報告

１．期　　日　令和５年６月27日（火）　
２．調査内容　令和５年度 所管各課の主要事業　
　〇農業振興課
　（１）園芸拡大ステップアップ事業補助金について
　（２）東北農林専門職大学総合プロジェクト事業について
　〇地域整備課
　（１）地域強靭化対策事業について
　〇まちづくり課
　（１）舟形町農村環境改善センター大規模改修工事について
　（２）舟形町町制施行70周年地域映画作成事業について
３．今後の進め方
　　所管する各課が説明した主要事業について９月末頃に進
　捗状況、年度末に事業の振り返りと成果について説明を受
　ける。各課の主要事業については、年間を通した所管事務
　調査を行っていく。

１．期　　日　令和５年７月11日（火）
２．調査内容　所管課の事業概要､進捗状況について現地調査
（１）町道福寿野岡矢場線通学路対策事業
　①事業概要
　　　本町道は交通量が多く幅員も狭く非常に危険な箇所で
　　あり、県道と同等の道路幅員を確保し、一部交差点の改
　　良を含む通学路安全対策。

　②計画内容
　　ア、事業期間　平成29年度から令和６年度
　　イ、総延長　700ｍ　幅員4.0ｍ（現況）→7.25ｍ（計画）
　　ウ、総事業費　１億8200万円
　③今後の課題　
　　　令和６年度が本事業の最終年度であるが、一部地権者
　　の同意が得られていない区間もあり、更なる丁寧な交渉
　　が必要である。事業費に関しては資材単価、諸材料費の
　　アップにより計画に対し遅延が考えられる、計画年度ま
　　で完成に向けて国・県に対し強く要望する必要がある。
（２）令和４年度堀内地区宅地造成事業
　①事業概要
　　　堀内橋架け替えに伴い、堀内小学校跡地の宅地造成を
　　行い、若者の地元回帰につなげるとともに、地域住民の
　　ふれあいの場を整備する。
　②事業進捗率　100％
　③今後の課題
　　ア、早い時期に宅地の購入、住宅を建築し定住していだ
　　　　だけるように早急にPRなどを行い周知が重要である。
　　イ、道路排水東側については、排水場所が高低差のある
　　　　土側溝であり、浸食が想定されることから流出先の
　　　　水路整備が必要と判断する。
　　ウ、宅地造成場所は高台にあり、消火栓はあるものの住
　　　　宅が建築され、万が一の場合、水利面で不安があり
　　　　防火水槽の整備が必要と判断する。

所管各課主要事業の概要・計画の説明

今年度事業の進捗状況を現地確認

産業振興常任委員会所管事務調査報告
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次回の定例会は 12月上旬に開催される予定です｡

議会だよりふながたの
　  表紙写真を募集します。

　｢議会だよりふながた｣を、住民参加型のより身近
な広報誌とするため、表紙の写真を募集します。

■応募方法：写真データを議会事務局へ持参するか
　　　　　　電子メールで送付してください。

■問 合 せ：舟形町議会事務局 32-0030（直通）
　　　　　　gikai@town.funagata.yamagata.jp

議
会
の
う
ご
き

▼
７
月

　
７
日
　
議
会
広
報
常
任
委
員
会

　
11
日
　
産
業
振
興
常
任
委
員
会

　
12
日
　
議
会
広
報
常
任
委
員
会

　
19
日
　
第
40
回
山
形
県
町
村
議
会
広
報
研
修
会
（
山
形
市
）

　
20
日
　
最
上
県
勢
懇
話
会
例
会
（
新
庄
市
）

　
21
日
　
令
和
５
年
度
知
事
と
町
村
議
会
議
長
と
の
意
見
交
換
会（
山
形
市
）

　
22
日
　
議
会
広
報
常
任
委
員
会

　
25
日
　
第
３
回
議
会
改
革
特
別
委
員
会
　

▼
８
月

　
21
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
22
日
〜
23
日 

　
　
　
　
令
和
５
年
度
山
形
県
、
岩
手
県
、
秋
田
県
合
同
町

　
　
　
　
村
議
会
議
長
・
事
務
局
長
中
央
研
修
会
及
び
県
関

　
　
　
　
係
国
会
議
員
と
の
懇
談
会（
東
京
都
）

　
29
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　 

「
み
ち
の
く
ウ
エ
ス
ト
ラ
イ
ン
」
建
設
促
進
関
係

　
　
　
　
市
議
会
連
携
会
議
総
会
（
新
庄
市
）

▼
９
月

　
１
日
　
全
員
協
議
会

　
５
日
　
第
３
回
定
例
会
（
〜
12
日
）

　
15
日
　
最
上
県
政
懇
話
会
例
会
（
新
庄
市
）

　
16
日
　
舟
形
ほ
ほ
え
み
保
育
園
運
動
会

　
21
日
　
敬
老
祝
賀
式

　
25
日
　
第
４
回
議
会
改
革
特
別
委
員
会

　
26
日
　
最
上
地
方
町
村
議
会
議
長
・
事
務
局
長
合
同
会
議

　
27
日
〜
28
日
　
町
村
議
会
広
報
全
国
研
修
会

　
28
日
　
舟
形
町
長
寿
褒
賞
授
与
式

　
29
日
　
議
会
広
報
常
任
委
員
会

紙
面
の
都
合
上
、
主
な
行
事
を
抜
粋
し
、
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
各
議
員
が
各
地
区
行
事
等
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

読
者
に
伝
わ
る
広
報
紙
づ
く
り
学
ぶ

令
和
５
年
度
町
村
議
会
広
報
全
国
研
修
会

　
　
　
（
令
和
５
年
９
月
27
日 

日
経
ホ
ー
ル
）

　
３
人
の
講
師
に
よ
る
講
座
と
な
っ
て
お
り
、
最
初
は
弁

護
士
の
玉
置
菜
々
子
氏
の
「
広
報
担
当
者
が
知
っ
て
お
き

た
い
法
律
知
識
」
は
、
広
報
活
動
と
権
利
侵
害
や
写
真
、

イ
ラ
ス
ト
を
議
会
だ
よ
り
で
使
用
す
る
際
の
留
意
点
な
ど

を
詳
し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
次
に
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
白
木
一
誠
氏
の
「
読
者

を
夢
中
に
さ
せ
る
広
報
誌
づ
く
り
基
礎
の
基
礎
！
」
で
、

読
者
に
興
味
を
持
っ
て
読
ん
で
も
ら
う
た
め
の
紙
面
づ
く

り
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
最
後
に
広
報
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ナ
ー
）
で
あ
る
平
本
久
美
子
氏
の
「
パ
ッ
と
伝
わ
る
広
報

誌
に
！
や
っ
て
は
い
け
な
い
デ
ザ
イ
ン
講
座
」
は
、
読
み

や
す
い
紙
面
に
す
る
た
め
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
チ
ラ
シ
づ
く

り
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
こ
の
研
修
で
学
ん
だ
こ
と

を
活
か
し
、
更
に
町
民
に
と

っ
て
わ
か
り
や
す
い
紙
面
づ

く
り
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、
５
月
に

２
類
相
当
か
ら
５
類
に
移
行
さ
れ
、
大

き
な
感
染
症
対
策
が
必
要
で
な
く
な
り
、

大
変
安
堵
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
保
育
園
で
は
、
あ

い
に
く
雨
天
の
た
め
、
小
学
校
の
体
育

館
で
の
運
動
会
に
な
り
ま
し
た
が
、
徒

競
走
や
バ
ル
ー
ン
競
技
な
ど
、
園
児
が

一
生
懸
命
が
ん
ば
る
姿
に
感
動
し
ま
し

た
。

　
来
年
は
、
晴
天
の
中
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

の
運
動
会
が
出
来
る
事
を
願
っ
て
い
ま

す
。
　  

（
小
国
　
浩
文
　
撮
影
・
記
）

１．期　　日　令和５年６月26日（月）　
２．調査内容　
○総務課（デジタルファースト推進室）
（１）デジタル化推進計画と今年度の取組について
　①舟形町デジタル化推進計画の方針
○住民税務課　
（１）消防関係の今年度の取組（計画）について
　①消防関係
　　ア、消防体制・予備消防団の状況　
　　イ、小型動力ポンプ付消防積載車の取得について
　　ウ、防災力強化の取組
○健康福祉課
（１）健康増進事業における今年度の取組について
　①健康増進重点事業
　　ア、人間ドック等拡充検診
　　イ、健康ポイント事業
　　ウ、出産子育て応援事業

○教育課
（１）国宝｢縄文の女神｣活用発信事業の今年度の取組について
　①「縄文の女神」活用発信事業
３．所　　感
○デジタル化によるミスが生じないように、サービスの拡充
　を図ることが重要。
○予備消防団員組織体制の拡充とともに、女性消防団員の増
　員も必要。
○町民の健康づくりの推進で健康長寿の延伸を目指していた
　だきたい。
　また、子育て応援は少子改善に向けて手厚い支援や対策が
　重要。
○｢縄文の女神」の里帰りは望みたいが、国宝を維持する検
　討が必要。
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齊藤  徹氏（再任）

（長沢第２）

任期は

令和５年１２月 ６日より

令和９年１２月 ５日まで


